
令和７年度 西区連会１０月定例会資料

１ 行政等からの情報提供

〈市連会、区、その他からの報告及び依頼事項〉

［自治会・町内会長へのお知らせ・報告］

１ 戸部警察署管内犯罪等概況について

〔お知らせ〕

（戸部警察署）

（議題１の資料参照）

２ 西区内の火災・救急概況について

〔お知らせ〕

（西消防署）

（議題２の資料参照）



３ 横浜みどりアップ計画[2024-2028] １年目の実績報

告について 〔報告〕

（市連会：みどり環境局戦略企画課）

（議題３の資料参照）

横浜みどりアップ計画につきましては、2009年度から、横浜みどり税を財源の一部とし

て活用させていただきながら、緑の保全・創出に向けた様々な事業・取組を推進していま

す。2024年４月からは４期目となる新たな５か年計画[2024-2028]に取り組んでいま

す。

このたび、１年目の2024年度を振り返り、取組の成果をまとめたリーフレットを作成しま

したのでご報告いたします。

【問合せ先】

《横浜みどりアップ計画の広報に関すること》

みどり環境局戦略企画課

電話：６71-2712

FAX:550-4093

E-mail: mk-midorikoho@city.yokohama.lg.jp

《横浜みどり税に関すること》

財政局税務課

電話：６７１-2253

FAX：６４１-２７７５

E-mail： za-zeimu@city.yokohama.lg.jp

【10 月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】



４ リチウムイオン電池等の収集開始について

〔ポスター掲出〕

（市連会：資源循環局業務課）

（議題４の資料参照）

現在、横浜市では直接回収していないリチウムイオン電池等につきまして、廃棄時の利便

性を考慮して、令和７年１２月から集積場所等における回収を開始します。

事業開始に関して、自治会町内会の掲示板への啓発チラシ掲出を依頼させていただき、

回収方法の変更を市民の皆様にお伝えいたします。

そのほか、各集積場所への同啓発チラシの貼付や、広報よこはま１２月号（市版）への掲

載、ＳＮＳによる発信などにより、市民の皆様に広くお知らせしてまいります。

【問合せ先】

資源循環局業務課

電話：671-3819

FAX: 662-1225

E-mail: sj-gyomu@city.yokohama.lg.jp

【10 月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】



５ 年末年始の資源とごみの収集日程について

〔ポスター掲出〕

（市連会：資源循環局業務課）

（議題５の資料参照）

年末年始の資源とごみの収集は、12/31（水）から１/４（日）まで、お休みさせていただき

ます。「燃やすごみ」「資源物」について、年内は１２/３０（火）まで、年始は１/５（月）から通常

の曜日どおり収集いたします。

１１月下旬に、各自治会・町内会へチラシを配送いたしますので今年度も昨年度同様、各

自治会・町内会掲示板へのチラシ掲出をお願いいたします。

そのほか、各集積場所への収集日程表の貼付や、広報よこはま１２月号（市版）への掲載に

より、市民の皆様にお知らせしてまいります。

【問合せ先】

《収集日程に関すること》

業務課計画係

電話：671-２５５１

FAX: 662-1225

E-mail: sj-gyomu@city.yokohama.jp

《広報に関すること》

業務課運営係

電話：６７１-３８１５

FAX: 662-1225

E-mail: sj-gyomu@city.yokohama.jp

【１１月下旬にポスターを自治会・町内会長あて送付します。】



６ 「行事における食品提供の取扱指導要領」の一部改正に

係る市民意見募集について 〔お知らせ〕

（市連会：医療局食品衛生課）

（議題６の資料参照）

横浜市では、自治会・町内会の皆様が開催するお祭りや、学園祭等の行事で食品を提供

する際、食中毒等の食品事故を防止し、安全に行事を開催していただくことを目的として

「行事における食品提供の取扱指導要領」を定めています。

制定から約１０年が経過した今年、改めて要領の見直しを行い、要領の一部改正の素案を

まとめましたので市民の皆様からのご意見を募集します。

１ 意見募集期間

11/10（月）～12/９（火）

２ 意見募集方法

（１） 電子メール： ir-syokuhineisei@city.yokohama.lg.jp

（２） 郵送：〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の10

横浜市医療局食品衛生課

（3） FAX：045-550-3587

３ 募集案内配架場所等

（１） 生活衛生課（2階26窓口）、区役所１階１窓口、市庁舎３階市民情報センター

（２） 横浜市HP「食の安全ヨコハマWEB」に掲載

【問合せ先】

《指導要領の一部改正、市民意見募集について》

医療局食品衛生課食品衛生係

電話：671-２４６０

FAX:５５０-３５８７

E-mail: ir-syokuhineisei@city.yokohama.lg.jp

《行事での食品提供、行事開催届出について》

生活衛生課食品衛生係（２階２６窓口）

電話：３２０‐８４４２

FAX：320-2907

E-mail: ni-seiei@city.yokohama.lg.jp

【10 月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】

食の安全ヨコハマWEB



７ 身寄りのない高齢者等への支援について

〔お知らせ〕

（市連会：健康福祉局福祉保健課）

（議題７の資料参照）

身寄りのない高齢者等への支援に向け、「情報登録事業の開始」、相談窓口の設置、リー

フレットの作成を行います。自治会・町内会長の皆様にも制度をご承知おきいただきたく、

お知らせします。

【問合せ先】

健康福祉局福祉保健課

電話：671-3428

FAX: 664-3622

E-mail: kf-chifukukeikaku@city.yokohama.lg.jp

【10 月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】



８ お悔やみ窓口の開設について

〔お知らせ〕

（総務課・戸籍課）

西区にお住まいの方がお亡くなりになられた際に、ご遺族が西区役所で行う手続きをお手伝いする

「お悔やみ窓口」を、１２/１５（月）に開設します。利用予約は、1２/９（火）から開始します。

なお、お悔やみ窓口の全区開設について、広報よこはま市版１０月号でお知らせしています。

１ 予約受付開始

12/9（火）

２ 窓口開設

12/15（月） ※原則予約制

３ 利用対象者

西区に住民登録をしていた方のご遺族等

４ 場所

西区役所 １階 区民ホール奥

５ 利用予約方法

インターネット（横浜市電子申請・届出システム）または電話 ※予約受付開始日にweb掲載予定

６ 予約枠

１日４枠（月～金） 1枠50分間

※①9：00～9：50 ②10：30～11：20 ③13:30～14：20 ④15：00～15:50

７ 予約から来庁までの流れ

(1)≪来庁希望日の４開庁日前の16時まで≫に、インターネットまたは電話で予約

※予約時に、お亡くなりになった方等の情報を聞き取り、その情報をもとに、お悔やみ窓口スタッ

フ及び区役所各課にて、必要な手続きを確認します。

(2)お悔やみ窓口スタッフからご遺族へ、持ち物をご連絡（予約日の前日または前々日まで）

(3)予約当日、お悔やみ窓口に来庁

個別ブースで落ち着いて申請書を記入できます。書き方のご案内やお手伝いもします。

（手続き例）・印鑑登録証や保険証・受給者証等の返納・返還

・住民票、国民健康保険の世帯主変更届

・国民健康保険等の葬祭費の支給申請 など

【問合せ先】

市民局窓口サービス課

電話：671-2176

FAX: 664-5295

E-mail: sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp

市ホームページ



９ ふれあい会研修＆交流会について

〔お知らせ〕

（西区社会福祉協議会）

（議題９の資料参照）

西区ふれあい福祉推進事業で見守り活動をされている担い手の方々が、より安心して活

動に取り組めるための研修会・交流会を開催します。

１ 日時

11/17（月） １０：00～11：30

２ 会場

西区役所3階AB会議室

３ 対象

ふれあい会５１団体および関係団体（自治会町内会、地区社協、民生委員等）

４ 申込方法

FAX：４５１-３１３１ （チラシ裏面の申込書にてお申込みください。）

５ 申込期限

１１/８（土）

【問合せ先】

西区社会福祉協議会

電話：４５０-５００５

FAX:４５１-３１３１

E-mail: info-nishi@yokohamashakyo.jp

【10 月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】



１０ 民生委員・児童委員及び主任児童委員「委嘱状伝達式」

への出席について 〔依頼〕

（福祉保健課）

（議題１０の資料参照）

各自治会町内会等から推薦いただいた民生委員・児童委員及び主任児童委員の候補者

は、12/１付で厚生労働大臣から委嘱される予定です。つきましては、「委嘱状伝達式」を開

催いたしますので、各地区連合町内会長のご出席をお願いいたします。

１ 日時

１２/１（月） １３：３0～1４：０0

※13：15までに会場受付までお越しください。

２ 会場

西公会堂 講堂

３ その他

委嘱状伝達式終了後、民生委員・児童委員及び主任児童委員を対象とした初めての

各地区民生委員児童委員協議会等を開催します。民生委員・児童委員を兼任いただいて

いる方はあわせてご出席ください。

【問合せ先】

福祉保健課運営企画係（２階24窓口）

電話：320-8４３６

FAX: 32４-３７０３

E-mail: ni-minsei@city.yokohama.lg.jp

【１０月下旬に依頼文を地区連合町内会長あて送付します。】



11 令和８年西区新年賀詞交換会への参加及びポスター

掲出について 〔ポスター掲出〕

（総務課）

（議題１１の資料参照）

令和８年１月６日（火）に、新都市ホールにて、令和８年西区新年賀詞交換会を開催します。

つきましては、各自治会・町内会の皆さまに積極的にご参加いただきたく、申込書の配布

及びポスター掲出にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

１ 日時

令和８年１月６日（火） １３：00～1４：30

２ 会場

新都市ホール

３ 申込先

西区新年賀詞交換会実行委員会事務局（西区総務課庶務係）

４ 申込方法

（１） 電子申請システム（右記の二次元バーコードから）

（２） FAX：３２２-９８４７ （別紙申込書にてお申込みください。）

（3） 区役所４階51番窓口 （別紙申込書をご持参ください。）

５ 申込期間

令和７年１１月４日（火）～１１月２８日（金）

【ポスター掲出期間】

令和７年11月４日（火）～11月28日（金）

【問合せ先】

西区新年賀詞交換会実行委員会事務局（西区総務課庶務係（４階51番窓口）

電話：320-8308

FAX: 322-9847

E-mail: ni-gsk＠city.yokohama.lg.jp

【10 月下旬に申込書・ポスターを自治会・町内会長あて送付します。】



１２ 特別市の実現に向けた機運醸成の取組について

〔お知らせ〕

（市連会：政策経営局制度企画課）

（議題１２の資料参照）

新たな大都市制度「特別市」の法制化の実現に向けて、自治会町内会の皆様にもご協力

いただきながら、機運醸成に取り組んでいます。１２月に開催するシンポジウムの概要、出前

説明会のご案内、特別市の法制化に関する最近の動向をご説明します。

１ 特別市シンポジウムについて

（１） 日時

１２/１４（日） １３:３０～１５：３０（１３:００開場）

（２） 会場

鶴見公会堂（鶴見区豊岡町２-１ フーガ１ ６階）

（3） 定員

３００名（参加費無料） ※申込者多数の場合は抽選

（４） 申込期限・方法

１２/１０（水）まで 右記の二次元コードから

FAX（６６３-６５６１）でも申込可

※その他詳細については参考資料をご覧ください。

２ 出前説明会について

市職員による「特別市」の出前説明会を実施しています。自治会・町内会はじめ、

少人数のグループでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

３ 特別市の法制化に関する最近の動向

国における議論や、県内三政令市で連携した取組状況、指定都市を応援する国会議員

の会の決議についてご説明します。

【問合せ先】

政策経営局制度企画課

電話：671-2952

FAX: 663-6561

E-mail: ss-seidokikaku@city.yokohama.lg.jp

【10 月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】

お申込みはこちら



１３ GREEN×EXPO２０２７開催５００日前シンポジウムについて

〔お知らせ〕

（市連会：脱炭素・ GREEN×EXPO 推進局GREEN×EXPO 推進課）

（議題１３の資料参照）

GREEN×EXPO 2027開催500日前イベントの一環として、シンポジウムを開催しま

す。ぜひ、ご参加のほどよろしくお願いいたします。

1 シンポジウム概要

（１） 日時

１１/１９（水）１８:００～（１７:３０開場予定） ※参加費無料

（２） 会場

関東学院大学 横浜・関内キャンパス テンネー記念ホール

（最寄駅：JR京浜東北線・横浜市営地下鉄関内駅 徒歩約２分）

（3） 内容

ユース世代と考える 地球と共に生きる身近なアクション

※その他詳細は参考資料をご確認ください。

2 申込方法

10/22（水）～ 専用WEBページによりお申込みください。

先着500名

※専用ページについては別途本市ホームページでご案内いたします。

【問合せ先】

脱炭素・GREEN×EXPO推進局GREEN×EXPO推進課

電話：671-4627

FAX: 212-1223

E-mail: da-greenexpo@city.yokohama.lg.jp

【10 月下旬に資料を自治会・町内会長あて送付します。】

市HPはこちら


